
 
 
 
 
 

認定成年後見人養成研修に参加して 

                   岩崎弘幸 

 

クローバー運営委員をしています紫雲会横浜病院の岩

崎弘幸です。私は運営委員という立場でありながら、受

講要件を満たさなかったため、今まで受講できなかった

のですが、ようやく今年、受講要件を満たし、第３回認

定成年後見人養成研修を受講いたしましたので、ご報告

をさせていただきます。 

 

◇研修の内容 

 当研修は４日間で構成されており、制度の実情、法律

概要や基礎そして実務、ソーシャルワーカーとしての関

わりや倫理についての講義から事例研究やシンポジウム

など幅広い内容でとても充実した研修でした。 

私自身法律に対する知識が未熟で、難しい専門外の内

容であるため自信をなくしかけましたが、法律の概要や

基礎の話はとても勉強になりましたし、実践においては

財産のことなど専門的なことは弁護士に相談をしてもよ

いとのお言葉を聞き、少し安心しました。実務的なお話

は今まで想像し辛かった分、実際に自分が後見人・保佐

人・補助人（以下、後見人等）になった場合にはまず何

をしたらいいのかということが具体的になり、とてもイ

メージがしやすくなりました。 

 
◇印象的だったこと 

そんな中とても印象的に感じたことがあります。まず、

精神保健福祉士と後見人等の立場性の違いについてです。

単純に精神保健福祉士であると後見業務を行う中で自分

でやった方が早いとサービスの調整や直接支援などをし

てしまいがちですが、いくら自分が福祉の専門職でも本

人の実質の福祉的支援については、それぞれの専門職に

任せるべきであるということ、しかし我々の持っている

「自己決定」「エンパワメント」という専門性の視点は身

上監護という部分では後見業務でも十分に生かすことが

できるということを実感しました。 

また、事前課題で自分が作成したものがほとんどソー

シャルワークをしているという事実を研修中に気付き、

あくまでも後見人等は本人の代弁者であり、本人の一部

分を補う立場であると言うこと。どういう状況であれ、

本人の立場に立つこと、ただし、そこでソーシャルワー

クをすることが後見業務ではないということの重要性を

感じました。 

 

 
 
 
 
 
 
 

◇研修を終えて 
現在の成年後見制度は、ドイツの世話人法と比べ多く

の問題をはらんでいる事実を改めてうかがいました。３

類型しかなく後見変更が難しいこと、医療同意について、

なによりも選挙権が剥奪されるについてなど多くありま

す。しかし制度を変えていくためには問題があるから関

わらないのではなく、我々自身が制度に取り組むからこ

そ意見を言う権利ができ、生の声を発信することで説得

力が増すと言うことを幾度となくお話しいただき、心の

中にしっかりと刻まれました。 

 

◇今後のこと 

 最後の顔合わせのグループの時には多くの方が「実務

との両立に自信がない」との回答をされていました。そ

れは、成年後見制度に関わると言うことは披後見人の代

わりに多くの権限を有し、人の人生に大きく関わると言

うことですし、その方と長い付き合いにもなるため、と

ても責任が重いと言う実情を感じられたからだと思いま

す。ただ、それだけ人の人生に関わる制度であるからこ

そ、この制度に関わり、我々の立場だからこそできる支

援や、より良い制度となるための働きかけを行っていき

たいと切に感じました。 

 
 今回、４日間という長丁場の研修でもちろん疲れはあ

りましたが、最終日にはほっとしたとともに寂しさすら

感じました。これは４日間一緒に学んできた他の受講者

の方々や講師の皆さまと研修を通して成年後見人として

やるべきことを学び、同じ目標を共有できたことで一体

感を感じたからだと思います。 

 今後、仕事との両立の問題もありますが、是非とも成

年後見人としてこの制度に関わり、皆様とともに働きか

けていきたいと思いました。 

 講師の皆さま、ありがとうございました。そして、受

講された皆様、本当におつかれさまでした。 
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クローバー運営委員の安部

裕一です。よく苗字を誤記さ

れるので、「安心な部屋」と書

いて「安部です」と紹介して

います。 

 

地元、北九州市では今村委員長と弁護士、司法書士、

行政書士、税理士、社会福祉士、精神保健福祉士と社会

福祉協議会が関与する、一般社団法人北九州成年後見セ

ンターの職員として法人後見に尽力して3年目になりま

す。成年後見制度が掲げる「ノーマライゼーション」の

理念を具現化すれば、精神障害者の地域生活支援を支え

る大きな「武器」になると想いをもって、仕事をしてい

ます。これまでは、小規模作業所、通所授産施設、地域

生活支援センターで生活支援・就労支援・当事者会や家

族会活動のサポートなど、地域での障害者の生活を支え

る活動してきました。 

 

成年後見制度の対象者は、「精神上の事由により事理弁

識能力を欠く常況にある者」（民法 7 条 後見開始の審

判）となっており、精神保健福祉士が蓄積してきた技術

や知識といった専門性を発揮できる領域のひとつではな

いかと考えています。この制度は「法定代理人として代

理権の行使」と「本人の自己決定権の尊重」の調和とい

う難しい課題に直面せざるを得ませんが、

本人の真のニーズをしっかり捉え、関係

機関と協力しながら活動する事が、やっ

ぱり大切だなと思っています。みなさん、

是非一緒にがんばりましょう。 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

編集後記 

  あっという間に 1 年が過ぎ去り… 
 またひとつ年を重ねる日も近づいてきました。 
 養成研修も終了し、新たな仲間が増えることを 
 今から楽しみにしています！ 
                （担当：岩崎香） 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

＜登録・受任状況＞（2010 年 12 月 15 日現在） 

名簿登録者 48 名 （内訳） 

北海道ブロック      3 

東北ブロック        1 

関東・信越ブロック   21 

東海・北陸ブロック    5 

近畿ブロック       6 

中国ブロック       2 

四国ブロック       2 

九州・沖縄ブロック   8 

 

受任状況 

成年後見人受任に関する相談 19 件 

 ⇒内 正式受任  10 件（東京 5、岐阜、愛媛、福岡 1 

熊本 2） 

     受任調整中  2 件（東京、熊本） 

 

＜活動状況＞（2010 年 9 月 15 日～2010 年 12 月 15 日） 

9 月 15 日  さいたま家庭裁判所越谷支部訪問 

（岩上常任理事、齋藤委員） 

9 月 21 日  佐賀家庭裁判所訪問（今村委員長、安部委員） 

9 月 27 日  東京家庭裁判所  

平成 22 年度後見人等候補者推薦団体との意 

見交換会（田村委員、岩崎香委員） 

10 月 28 日  日弁連高齢者・障害者の権利に関する委員会 

精神保健 PT との懇談会（第 4 回） 

（長谷川委員、田村委員、齋藤委員） 

11 月 5 日  熊本家庭裁判所家事関係機関との連絡協議会 

（今村委員長） 

12 月 1 日  甲府家庭裁判所 

平成 22 年度家事関係機関との連絡協議会 

（山梨県支部 野中氏） 

12 月 5 日   クローバー継続研修 

12 月 5 日   第３回クローバー運営委員会 

委員自己紹介コーナー その３ 

           安部裕一氏 

 

 

「障害者自立支援法改正と成年後見制度」 
 

★障害者自立支援法は、12月に改正され、、 

【障がい者制度改革推進本部等における検討を踏ま

えて障害保健福祉施策を見直すまでの間において

障害者等の地域生 活を支援するための関係法律

の整備に関する法律】となりました。 

 

 ★その改正で、【成年後見制度利用支援事業の必須事

業への格上げ】が明文化されました。 

今後に注目です！ 

TOPIX 


